
様式５ 

藤枝市 公告 

 

 森林経営管理法（平成三十年法律第三十五号）第四条第１項の規定に基づき、経営管理権集

積計画を定めたので、同法第七条第１項の規定により公告する。 

 なお、下記のとおり定めた経営管理権集積計画は、下記場所において縦覧に供する。 

 

 令和 5 年 12 月 1 日 

藤枝市長 北村正平 

記 

１ 経営管理権集積計画の対象森林 

Ｎｏ 地区名 大字 森林面積 
森林所有者 

件数 
筆数 備 考 

１ 
岡部 1 

地区 
岡部 20.14ha 12 件 58 筆 

整理番号 

岡部 1(R05) 

-01～-05 

-07～12、14 

２ 以下余白      

３       

    

２ 縦覧場所 

藤枝市産業振興部 農林基盤整備課（藤枝市役所南館 1 階）  

※ホームページでも閲覧できます。 

 

３ 権利の設定 

本公告により、対象森林の経営管理権が藤枝市に設定されるとともに、経営管理受益権

が森林所有者に設定される。 



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

0.0621 ﾀｹ ― 2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

1
藤枝市

岡部町岡部
2150-4 181 い9-0 山林

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-01
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

180 ろ49-0 山林
ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ/

ﾀｹ/
ｿﾉﾀｺｳﾖｳｼﾞｭ

38

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

2
藤枝市

岡部町岡部
2108-23 0.1167

0.0138 2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

1
藤枝市

岡部町岡部
2108-21

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-02
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

0.2118
ﾀｹ/

ｿﾉﾀｺｳﾖｳｼﾞｭ
― 2023.12.1 2033.3.31

＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

1
藤枝市

岡部町岡部
2097-5 180 ろ46-0 山林

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-03
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

0.0201 ｿﾉﾀｺｳﾖｳｼﾞｭ 78 2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

1
藤枝市

岡部町岡部
2109-4 180 は135-0 畑

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-04
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

181

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

2
藤枝市

岡部町岡部
2149-2 い3-0 山林 0.0490

0.5877 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 78 2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 67

1
藤枝市

岡部町岡部
2146-13 180 は137-0 山林

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-05
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

181

い6-0

い7-0

ﾀｹ 57

ﾀｹ

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

2
藤枝市

岡部町岡部
2150-5 山林 0.0564

0.0314 2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

1
藤枝市

岡部町岡部

―

4
藤枝市

岡部町岡部
2151-2 山林 0.0295

3
藤枝市

岡部町岡部
2151-1 山林 0.0485

2150-1 山林

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-06
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

2
藤枝市

岡部町岡部
2149-1 181 い1-0 畑 0.0631

0.0429 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 95 2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 67

1
藤枝市

岡部町岡部
2109-1 180 は136-0 畑

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-07
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

0.7332 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 78 2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

1
藤枝市

岡部町岡部
2146-12 180 は135-0 山林

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-08
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

180 は4-0 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 57

181

181

181

181

181

0.0948 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 35

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 51

61

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

2
藤枝市

岡部町岡部
2112-55 山林 0.2998

0.1292 2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

1
藤枝市

岡部町岡部

7
藤枝市

岡部町岡部
2150-2 い6-0 山林 0.0683 ﾀｹ 57

8
藤枝市

岡部町岡部
2150-3 181 い5-0 山林 0.0623 ﾀｹ 57

6
藤枝市

岡部町岡部
2149-4 い5-0 山林 0.0524

5
藤枝市

岡部町岡部
2148-14 い9-0 畑

4
藤枝市

岡部町岡部
2148-13 い8-0 山林 0.2607 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 75

3
藤枝市

岡部町岡部
2146-14 い11-0 山林 0.8016 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ

2110-16 山林

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

180 は4-0 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 57

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-09
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

180

180

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

2
藤枝市

岡部町岡部
2110-15 は6-0 山林 0.0267

0.4290
ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ/

ｿﾉﾀｺｳﾖｳｼﾞｭ
64 2023.12.1 2033.3.31

は134-0 山林

＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ/
ｿﾉﾀｺｳﾖｳｼﾞｭ

64

0.5616
ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ/

ｿﾉﾀｺｳﾖｳｼﾞｭ

1
藤枝市

岡部町岡部
2110-13 は6-0 山林

853
藤枝市

岡部町岡部
2146-11 180

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-10
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

0.0654 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 51 2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

1
藤枝市

岡部町岡部
2149-3 181 い4-0 山林

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-11
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

180

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

2
藤枝市

岡部町岡部
2109-3 は135-0 畑 0.0198

0.0244 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 95 2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

ｿﾉﾀｺｳﾖｳｼﾞｭ 78

1
藤枝市

岡部町岡部
2109-2 は136-0 畑

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-12
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

180

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

2
藤枝市

岡部町岡部
2112-62 は3-0 山林 0.0763

0.0228 69 2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

80

1
藤枝市

岡部町岡部
2112-61 は2-0 山林 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ/

ﾀｹ/
ｿﾉﾀｺｳﾖｳｼﾞｭ

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1

-13
経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



　１　個別事項

（名称） （所在地）

（氏名又は名称） （住所又は所在地）

18016
藤枝市

岡部町岡部
2112-63 は11-2 山林

180 は1-0 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 68

180 は13-0 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 90

は1-0

180

180

180

180

180

180 は11-2 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 41

84

は1-0 山林 0.3596

41

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 90

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 90

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 41

0.1719

3.2609

0.0971

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 410.0185

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 680.0148

41

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 68

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 59

59

0.0115

84

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 84

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ

15
藤枝市

岡部町岡部
2112-53 山林 0.4069

山林 2.1771 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ

10
藤枝市

岡部町岡部

0.1378

11
藤枝市

岡部町岡部

山林

12
藤枝市

岡部町岡部
2112-33 山林

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ

0.1163

0.0565

2112-13

180

5
藤枝市

岡部町岡部
2110-10 は10-0 畑 0.1990

藤枝市

岡部町岡部
2112-11 は19-0

0.1087

180

6
藤枝市

岡部町岡部
2110-14 は10-0 山林

0.0803

0.0859

7
藤枝市

岡部町岡部
2112-3 は19-0

9

180

8
藤枝市

岡部町岡部
2112-9 は10-0 畑

14
藤枝市

岡部町岡部
2112-45 山林

13
藤枝市

岡部町岡部
2112-44 山林

2112-32 は11-2 山林

1
藤枝市

岡部町岡部
2110-1 山林

3
藤枝市

岡部町岡部
2110-8 山林

4
藤枝市

岡部町岡部
2110-9 山林

2
藤枝市

岡部町岡部
2110-2 畑

180 は14-0

180 は14-0

180 は11-2

180 は11-2

備考
番号所　　在 地番 林班 小班 地目

面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

経 営 管 理 権 集 積 計 画

整　理
番　号

岡部1
(R05)

経営管理権の設定を受ける
市町村（乙） 藤枝市長　北村正平 静岡県藤枝市岡出山1-11-1
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経営管理権を設定する森林の
森林所有者（甲）



180

180

180 は25-0 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 81

180 は17-0 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 56

50

0.0257 ﾋﾉｷ 67

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 56

81

180 は11-2 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 41

180 は10-0 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 84

現況
林齢

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ）

番号所　　在 地番 林班 小班 地目
面積
ha

現況
樹種

2023.12.1 2033.3.31
＜経営管理実施権が設定される場合＞
1.森林経営
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
経営を受託し、利用間伐等の木材生産業
務及び木材販売業務を実施する。
2.森林管理
・乙が選定した経営管理実施権者が森林
管理を受託し、火災、病害虫及び気象災
害等の状況を確認するため、年1回以上
林道など既設道からの目視による森林巡
回を実施する。
3.森林施業
・乙が選定した経営管理実施権者が提示
した企画提案書に基づいて森林施業を実
施すると共に、渓畔林における伐採は控
えるなど生物多様性に配慮する。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.森林施業
・乙は、整備が必要な森林については存
続期間中に間伐等の森林施業を実施す
る。なお、施業の実施にあたっては渓畔
林における伐採等は控えるなど生物多様
性に配慮する。
2.森林管理
・乙は、火災、病害虫及び気象上雇用等
の状況を確認するため、年1回以上林道
などの既設道からの目視による森林巡回
を実施する。

＜経営管理権が設定される場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・甲に支払われるべき算定額は、木材の販売収入額と補助額から木材
生産、販売業務費、補助金事務手数料、森林保険料等の販売管理費を
控除した収益額を基に算定する。
2.木材の販売収入の額の算定方法
・木材の販売収入の額については、実際に木材を販売して得られた収
入又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、い
ずれかの利益の見込額により算定する。
3.木材生産業務費の算定方法
・木材生産業務費については、実際に木材を生産するのに要した経費
又は経営管理実施権者が企画提案書に示した設定金額を勘案し、いず
れかの利益が見込める額により算定する。
4.留意事項
・森林施業の実施に当たっては、木材生産業務費を補うために補助金
を適用することができる。
・経営管理実施権者は、補助金の支給を受けるための事務手数料を木
材生産業務費の10％以内で計上することができる。
・木材生産等に要する経費が木材の販売による収入と補助金の合計額
を上回ってしまった場合には、経営管理実施権者がその差額分を負担
することとし、甲に金銭的な負担を求めないこと。
・甲及び乙は、補助金の適用を受けるのに必要な森林経営計画等を速
やかに策定できるように経営管理実施権者に協力すること。

＜経営管理実施権が設定されない場合＞
1.甲に支払われるべき還元額の算定方法
・経営管理権に基づき乙が実施する、間伐の結果生じた木材の販売に
よる収入は乙のものとする。
2.留意事項
・乙が経営管理を行うために要した経費は乙が負担するものとする。

＜経営管理実施権が設定さ
れる場合＞
1.時期
・木材生産業務及び木材販
売業務が完了し、収支結果
が確定後速やかに行う。
2.相手方及び方法
・経営管理実施権者から甲
にDを支払うこととし、支払
方法は、甲の指定する口座
への振込又は甲への現金手
渡しにより行う。

<経営管理実施権が設定され
ない場合>
・乙から甲に対して金銭の
支払いは行わない。

経営管理権
設定区域は
別添図面の
とおり。
尚、森の力
再生事業に
係る協定を
締結してい
る区域につ
いては、当
計画の対象
から除外す
る。

経営管理権
の始期

経営管理権
の存続期間
（終期）
（Ｂ）

経営管理権に基づいて
行われる経営管理の内

容（Ｃ）

木材の販売による収益から伐採等に要す
る経費を控除してなお利益がある場合に
おいて甲に支払われるべき金銭（Ｄ）の

額の算定方法

乙が甲にＤを支
払うべき時期、
相手方及び方法

備考

23
藤枝市

岡部町岡部
2122-1-1 は26-0 畑 0.2360 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ

25
藤枝市

岡部町岡部
2130 山林

24
藤枝市

岡部町岡部
2128 は25-0 山林 1.2512 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ

藤枝市

岡部町岡部
2134-3 畑 0.0730

0.8433

26
藤枝市

岡部町岡部
2134-1 山林 0.0406

180 は17-0

0.1930 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 90

22
藤枝市

岡部町岡部
2113-3 は15-0 畑 0.0178

21
藤枝市

岡部町岡部
2113-2 は14-0 畑

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 53

180

180

0.0476

17
藤枝市

岡部町岡部
2112-64 山林 0.0641

38

20
藤枝市

岡部町岡部
2113-1 は15-0 山林 0.1328 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 53

19
藤枝市

岡部町岡部
2112-69 は18-0 山林 0.4945 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ180

180

18
藤枝市

岡部町岡部
2112-65 山林

27

0.007634
藤枝市

岡部町岡部
2136-14 山林180 は16-0 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 67

33
藤枝市

岡部町岡部
2136-9 は16-0 山林 0.0396 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 67

ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ

32
藤枝市

岡部町岡部
2136-2 山林 4.2033 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ

180 は16-0 67

180 は20-0 61

180

31
藤枝市

岡部町岡部
2135-3 山林 0.0019

30
藤枝市

岡部町岡部
2135-2 は16-0 山林180

29
藤枝市

岡部町岡部
2135 は19-0 畑 0.3563 ﾋﾉｷ 59

28
藤枝市

岡部町岡部
2134-4 山林180 は16-0 ｽｷﾞ/ﾋﾉｷ 67

180

0.0132



この計画に同意する。

権利の設定を受ける市町村（乙） 住　所 （同上） 氏　名 藤枝市長　北村正平

権利を設定する森林の森林所有者（甲） 住　所 氏　名

 

（該当なし）

権原の種類 同意印地目
面積
ha

現況
樹種

現況
林齢

住所又は所在地 氏名又は名称

乙が経営管理権の設定を受ける森林（Ａ） 経営管理権を設定する森林の甲以外の権原者（Ｅ）

備考
番号所　　在 地番 林班 小班



２　共通事項

この経営管理権集積計画の定めるところにより設定される経営管理権及び経営管理受益権は、１の個別事項に定めるもののほか、次に定めるところによる。

（１）経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容

　乙は、１の個別事項に記載された森林（以下「当該森林」という。）の経営管理のため、１の個別事項に定めるところにより立木の伐採及び木材の販売、造

林並びに保育（以下「伐採等」という。）を実施し、木材の販売による収益（以下「販売収益」という。）を収受するとともに、販売収益から伐採等に要する

経費を控除してなお利益がある場合にその一部を甲に支払う事業を実施すること

（２）受託者の義務

　①　経営管理実施権配分計画が定められない場合には、乙は、自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって経営管理を行う義務を負う。

　②　経営管理実施権配分計画が定められる場合には、経営管理実施権配分計画により経営管理実施権の設定を受ける者（以下「経営管理実施権者」とい

　　う。）は甲に善管注意義務を負い、甲は、当該経営管理実施権配分計画の定める事項について、経営管理実施権者に対して義務の履行を求めることが

　　できる。また、乙はこの経営管理権集積計画及び当該経営管理実施権配分計画に規定された報告徴収の権限の範囲内において、経営管理実施権者に対

　　する監督責任のみを負う。

（３）経営管理権の対象とする森林

　当該森林にある立木竹は、甲に帰属する。

（４）経営管理権及び経営管理受益権の設定

　この経営管理権集積計画の公告により、乙に経営管理権が、甲に経営管理受益権（金銭の支払を受ける権利）が、それぞれ設定される。

　乙に設定された経営管理権は、この公告の後において当該森林の森林所有者となった者（国その他の森林経営管理法施行規則に定められた者を除く。）に対

しても、その効力があるものとする。

（５）租税公課の負担

　甲は、経営管理権の目的物に対する固定資産税その他の租税を負担する。

（６）経営管理権の設定等の条件

①　乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

　ア　甲が偽りその他不正な手段により乙に経営管理権集積計画を定めさせたことが判明した場合

　イ　甲が当該森林に係る権原を有しなくなった場合

②　乙は、災害その他の事由により当該森林において（１）に掲げる事項を実施することが著しく困難となったときは、気象災等により被害が発生して(９）、

　(10)により復旧を行う場合を除き、この経営管理権集積計画のうち当該森林に係る部分を取り消すことができる。

③　甲は、１の個別事項に定める経営管理権の存続期間の中途において解約しようとする場合は、乙の同意を得るものとする。

④　甲及び乙は、この経営管理権集積計画に定めるところにより設定される経営管理権に関する事項は変更しないものとする。

（７）森林への立入り及び施設の利用等

①　乙は、（１）、(９)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林に随時立ち入り、若しくは乙以外の者を立ち入らせ、又は当該森林に設定され

　た路網その他の施設を使用し、若しくは乙以外の者に使用させることができる。

②　乙は、（１）、(９)に掲げる事項の実施のため必要があるときは、当該森林内に森林作業道その他の施設を設置し、又は乙以外の者に設置させることがで

　きる。この場合において、乙は、当該設置された施設の維持管理を行うものとする。

（８）甲への通知

　当該森林について販売収益が生じた場合、経営管理実施権が設定されないときには乙が（経営管理実施権が設定されるときには経営管理実施権者が）甲に対

して販売収益、伐採等に要した経費等に係る明細書を通知するものとする。



（９）森林保険

①　気象災等により当該森林について被害が発生した場合、乙が復旧を行うこととし、復旧内容は甲と乙の協議により定める。

②　乙は、乙の費用負担において乙を被保険者として当該森林に生育する樹木について森林保険を付保することができることとし、甲はこれを承諾する。なお、

　当該付保に関する諸手続は乙がこれを行うものとする。

（10）災害等による経営又は管理の不実施

　次に掲げる場合において、（１）に掲げる事項を実施する予定の森林について（１）に掲げる事項を実施することが不可能又は不適当になったときは、乙

は、当該事項の一部又は全部を実施しないことができる。

①　災害その他の原因により当該森林の全部又は一部が損壊したとき

②　路網の損壊等により当該森林への到達が困難となったとき

③　当該森林の土地が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき

（11）損害の賠償

①　乙は、乙の責めに帰すべき事由によって甲に不利益を生じさせたときには、その不利益に相当する額を支払うものとする。

②　乙の責めに帰すことのできない事由によって甲に不利益が生じたときは、乙は損害賠償責任を負わない。

（12）経営管理権の存続期間の満了時及び消滅時における清算の方法

経営管理権の存続期間の満了した場合において、甲と乙との間で金銭の支払は生じないとともに、立木の所有権は甲に帰属するものとする。
（13)甲の通知及び届出

①　甲は、当該森林について、第三者に権利を移転若しくは設定する場合には、あらかじめ乙にその旨を通知しなければならない。

②　甲及び甲の相続人又は受遺者は、当該森林について権利の喪失があった場合、甲が住所又は名称を変更した場合、甲が死亡した場合その他当該経営管理権

集積計画を変更する必要がある場合は遅滞なく乙に申し出るものとする。

（14）その他

　この経営管理権集積計画に定めのない事項及びこの経営管理権集積計画に疑義が生じたときは、甲、乙が協議して定める。


